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は じめ に

本稿は、主 と して ノル ウェー政府諸機関の発行す る英文文献 に依 って、同国の学校教育

の概要、その教育改革における共通教育理念、及び後期中等教育制度についてまとめ るD。

(一・)学 校 教 育 の概 要2)

学 校 行 政 の 責 任 は 、 小 、 中 学 校 は 市 町 村(municipalities)、 後 期 中 等 教 育(upper

secondaryeducation)は 県(county)、 大 学 は国 が 負 って い る。 教 育 を管轄 す る国 の機 関

は文部 省 で あ る3)。1994年 以来 、社 会 の実 情 に沿 うよ う教 育改 革 が進 め られ て い る。

義務 教 育生 徒 の98.5%、 後 期 中 等教 育 レベル生 徒 の96.5%は 公 立学 校 に通 って い る。私

立学 校 が認 め られ てお り、 国 の補助 金 は私 立学 校 の運 営 経 費 の小 中学 校 で85%、 後 期 中等

教 育 レベ ルで75%、 残 りは授 業料 等 に よって い る。

義務 教 育期 間 は、現在 は9年 間 で就 学年 齢 は7歳(1月 か ら12月 の間 に7歳 に な る児 童 。

新 学 期 は8月)で あ るが、1997年8月 か らは就学 年 齢 が6歳 に引 き下 げ られ10年 間 とな る。

小 学 校 は6年 間 、 中学 校 は3年 間 の課 程 で あ り、学 校 は週5日 制 、 年 間38週 又 は190日 開

校 す る。1学 級 の生 徒数 は、上 限 が小 学校28名 、 中学校30名 と定 め られ て い るが、小 規 模

校 が 多 く、平 均 小学校18名 、 中学校22名 とな って い る。 教 員1人 当 た りの生 徒 数平 均 は 、

小学 校10名 、 中学 校8.9名 と な って い る(1993年)。

義 務 教育 で は、早 い場 合 は第2学 年 か ら英語 があ り、 第8、9学 年 で は第 二外 国語(フ

ラ ソス語 、 ドイ ッ語 、 他)が 選 択 科 目 と して あ る。

義 務 教 育 各学 校 は 、親 、 生 徒 、 教 員 そ の他 職 員 の代 表 に よ る調 整 委 員 会 の援 助 を受 け

(assistedbycoordinatingcommittee)、 校長 に よ って運 営 され る。 同時 に親 、教 員 、 生

徒 の各評 議 会(council)及 び学級 評議 会 が あ る。

学 校 時 間外 に7-10歳 の子 ど もを預 か るデ イ ・ケ ア ・セ ン ターが91年 に発 足 し、93-4年
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に は 自治体 の80%に 設 け られて お り、97年 迄 に100%に 普 及 す るこ とが 目ざされ て い る。

16歳 の約95%の 者 が義務 教 育 終 了後 、 なん らかの 中等教 育 を引 き続 き受 け て い る(93年

で約21万 人)。94年 の教 育 改 革 に よって 、16-19歳 の青 少 年 に大 学 入学 資 格 や職 業 資 格 に

つ な が る3年 間 の後期 中等教 育 を受 け る法 的 権利 が保 障 され た。障 害 者 に は5年 間 に拡 大

され た。 県 は 、学 校 制 度 の外 にい る この年 齢 グル ー プの 青 少 年 を フ ォ ロー ・ア ップす る

(followup)責 任 を負 う。 後 期 中 等教 育 学校 で は1つ の学 校 で一 般 科 目と職 業 科 目の両 方

を教 えて い る。後 期 中等 教 育学 校 の授 業料 は無料 で あ るが教 科 書代 等 は 生徒 が 負担 す る。

後期 中等教 育 学校 教 育修 了者 の約4割 が高等 教 育 へ進 む。

高等教 育機 関 と して は、4つ の大学 と6つ の大学 レベル の 「ユ ニ ヴ ァシテ ィ ・カ レ ッジ」

が あ り、 これ らの修 業 年限 は4～7年 で あ る。 この他 に26の 国立 カ レ ッジが あ る。 これ ら

の総学 生数 は93年 で約16万 人 で あ る。

成 人教 育 に つ いて は、1976年 に制定 され た成 人教 育 法 に よって政 府 は助成 金 を出 して い

る。92年 、市 町 村 が運 営 す る初 等及 び前 期 中等 教 育 レベ ル の コー ス及 び県 が運 営 す る後期

中等 教 育 レベ ル の コー スで約5万 人、通 信 教 育で 約3万 人 が学 ん だ。 この外 に43の 成 人 教

育協 会 や通 信教 育 機 関 が設 け る コー スが あ り、 それ に93年 、後期 中等教 育 レベ ル7万 人 、

高等 教 育 レベ ル1万7500人 を含 む約60万 人 が参加 した。 又 、正 規 の資格 に は結 び つか ない

が17歳 以上 な ら誰 で も入学 で きる全 寮 制 の民 衆 高等学 校(フ ォー ク ・ハ イ ス クール)が あ

る。92年 、84施 設 総 計約7700人 定 員 で宗 教 団体 や独 立 の財 団、 県 等 に よ って設置 運営 され

てい る。

以上 の よ うな ノル ウェー の現行 教育 制 度 を定 め て い る基 本法 規 は 次 の諸法 律 で あ る。

①PrimaryandLowerSecondaryEducationAct初 等及 び前 期 中等 教 育法

②ActNo.550f21June1974RelatingtoUpPerSecondaryEducation,As

SubsequentlyAmended,MostRecentrybyActNo・900fllJune1993

後 期 中等教 育法

③ActNo.130f23May1980RelatingtoVocationalTraining,AsSubsequently

Amended,MostRecentrybyActNo.850fllJune1993職 業 訓練 法

④ActNo.220f12May1995RelatingtoUniversitiesandColleges大 学 法

⑤AdultEducationAct,1976成 人教 育法

⑥FolkHighSchoolsAct民 衆 高 等学 校法

なお、 同 国に言語 的 な少数 集 団(languageminorities)と して サー メ(Sami)が お り、 サー

メ出身 の子 どもは第 一 言語 又 は第二 言 語 と して サ ー メ語 で授 業 を受 け る ことが で き る。 こ

の選択 は ノル ウェー語 を話 す子 どもに も開 かれ て い る。現 在1400人 の サー メの 生徒 が サー

メ語 で授 業 を受 けて お り、 サー メ語 に よる授 業 は 多 くの 高等学 校 で も行 わ れて い る4)。
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(二)CORECORRIC肌 σM 共通教育理念

1994年 以来 のノル ウェーの教育改革 の一つの核心的 な理念 ない し精神 を示す文書 と して

『ノル ウェーの初等、中等及 び成人教育のための コア ・カ リキュラム』rCo76C躍7蜘1π 〃z

1∂7P76翻 αη,S60侃 磁η 侃6A伽 〃E伽C磁 碗 勿No7ω αツノ5)が作成 されている。

この基本的性格について、同国文部大臣はそ の前書 きで次の旨、述 べてい る。① この文

書 は 「初等、中等及 び高等教育において同時 に大規模な改革が導入 されるときに、成人教

育を含めて諸水準の教育の結合を強調す る観点 をもって、教育課程の共通 コアの共通 の系

統的叙述説 明(acommonformulationofthecommoncoreofthecurriculum)を す

る」 ものである。②文部省 は、その設けた作業班の調査研究報告 による提言 と草案を受け、

これを教育制度 を統括す る諸法6)の 定 める諸 目的及 び数年の論争 を経 て議会の承認 を得た

中央政策文書 の諸原則 によって検討 して草案を作成 した。③ 「本文書thisdocumentの 草

案は広 く配布 され討論 され、その文言(thetext)は 次 に議会(Parliament)の 最終的形式で

提出 され る前 に修正 された。議会はそれ以上の変更 を加 えることな しに全面的 同意を与 え

た。」④ 「それ故、 この文書 は様々な水準におけ るそれぞれの教育課程及び主要 な授業要

目の発展 に対 して拘束力のあ る基礎(abindingfoundation)、 ノル ウェー教育制度の共

通 コアを成 している。」

このGo7θC躍7∫cπ1π〃zは 、その内容 を見 る とわが国で言 う 「カ リキ ュラム」すなわち

学習教育内容の区分 とその順次的配列を示す ものではな く、共通教育内容の核心 とす るべ

き理念 ない し精神 の説 明を してい るものである。

以下、 この 目次 ・構成 を示 しつつ、わが国の教育改革 を念頭 にお くとき注 目され るその

内容 の抄訳 を示す。見 出 しは原文 の 目次の大項 目、続 く角括弧[]内 はその小項 目であ

る(見 出 しの()付 き数字番号および波下線 による強調 は北川 が付 した)。

序論

「社 会は教育機会 の平等が実現 され るよ う確保する責任 があ る。」(5頁)

(1)精 神的人間[キ リス ト教的及 び人間的価値。文化的遺産 とアイデソテ ィテ ィ]

「キ リス ト教的人間的価値は、異なる文化及び慣習に余地を提供 しつつ寛容 を要求 し養

う。 これ らは、法 の支配並びに平等な政治参加及 び討論 の枠組み と しての民主的国家 を強

化す る。 ……

キ リス ト教の信仰 と伝統 は私 たちの歴史の深 い流れを成 してい る。…

私たちのキ リス ト教的人間的伝統は、平等、人権及 び合理性 をその前面 に置 く。

社会進歩 は、理性 と明察 の中、人間の創造 し評価 し交流す る(communicate)能 力 の中

に探 し求め られ る。
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又、この織 り合わされた伝統 …… それは、無私で創造的な努力を鼓舞 し誇 り高 くかつ

礼儀正 しく思 いや りのある行動 を励 ます。

同時 に、…若者 は、道徳的基準が争 いの源であ りうること、 しか し、又、それが変化 を

受げ、省察 と批判 と対話 を通 じて社会関係 と人間の相互作用 に対す る新 しい型が創造 され

得 ることを も理解 しなげればな らない。

教育は、あ らゆる人が平等に創 られてお り人間の尊厳 は不 可侵であるとい う観点 に基 づ

くべ きであ る。教育は、各人 が独 自的uniqueで あ るとい う信念、す なわ ち、各人 はそ の

固有 の成長 を育て(nourishhisowngrowth)う ること、及び、各個人の特徴は私たちの

世界を豊かに し活気づけるとい う信念 を確実 なものにするべ きであ る。」(7頁)

「個人のアイデ ソテ ィテ ィの発達 は、継承 した振 る舞 いの形式、行動の規準及 び表現 の

型に慣れ親 しむ ことを通 じて生ず る。 それ故 、教育 は学習者の全国的地域的伝統 家族

の歴史及び世界におげ る文化の多様性 に対す る私 たちの貢献である顕著 な特徴 との親

密性を努めて作 りあげ深 めるべ きであ る。サー メの言語 と文化 は、 ノル ウェーと北欧諸 国

が保護す る特別の責任を有 しているこの共通 の継承物の一部である。」(9頁)

「知的 自由(intellectualfreedom)は 、他の観点 を轡酌す ることallowanceを 含 むだけ

でな く、一つの立場 をとること、たった一人でとるべき信念、並 びに、 自分 自身の信念に

照 らして考 え行動す る性格 の強 さを励 ます。 ・・

教育は、 自己の権利の主張及び他者の権利 の主張 を決意す ること、並びに、それ らの侵

犯に対 して立ち上が ることを発達 させなければな らない。」(10頁)

(2)創 造的人間[創 造的能力。3つ の伝統(tradition)。 判断についての批判的感覚。

科学的方法 と活動的民衆コ

「過去の大小の業績は、前の時代の人類の事績 に対す る尊敬 の念 を吹 き込むだけでな く、

未来 が開かれてお り今 日の若者がその発意 と想像 によって未来 を形 づ くることを も示す。

私たちの文化的遺産は過去 と同義語 ではな く、む しろ創造的な過程 であって、その過程で

は学校教育は小 さからざる貢献者である。

その上、創造は学習を前提条件 とす る。…… 事実に基づ く知識 は、夢 と想像 と遊 びに

火をつけ、精神を異 なった分野 における共通 のパ ター ソの発見 へと駆 り立てる。

それゆえ、教育は、革新的労働、知的探究及び芸術的表現 とい う人類の偉大な伝統の中

で繰 り広 げ られて きた過去 の貢献 を、そのよ うなものと して打 ち立て論証 しなければな ら

ない。(Educationmustbuilduponanddemonstratethecontributionsofthepast

・)」(11-12頁)

「教育は、継承 した実践の更 なる発展及 び新 しい知識の獲得 に学習者 自身が参加で きる

よ うなや り方で構成 されなければならない。」(12頁)

「第一 の伝統は、実践 的労働及 び経験 を通 じての学習に結びついている」(12頁)
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「教育は、…… どのよ うに現存の基準 が試行錯誤 によって継続的 に改善 されて きたか

を伝 えなければな らない。(12頁)

「学習者 は、論理 と事実、経験 、証拠 と研究 によって試 される理論的発展 を通 して新 し

い知識 が勝 ち得 られ る諸学科(subjects)に おいて第二の伝統 に出会 う。それは言語、数

学、社会科学、 自然科学の学習において提供 され る。」 「教育 は、思考の訓練、推測、そ

れ らを概念的 に検討す ること、結論 を引 き出す こと、結論 に達す ること、観察 と実験の訓

練を必要 と している。 その副本(counterpart)は 、議論、論争及 び論証 において 自分 自身

を簡潔 に表現す る実践であ る。」(13頁)

「第三は、体 と精神 によって伝達 され、美術 と工芸の中、言語 と文学の中、劇場、歌 、

音楽、舞踊 と競技の中に埋 め込 まれている私 たちの文化的伝統である。」(13頁)

「批判的 な判断は、生活 のあらゆる領域 において求め られる。 …… 生活の多様 な領域

における批判的な判断 は、明確 な諸基準 に対置す る表現 と実行 を試み ることによって発展

させ られ るべ きであ る。」(13-14頁)

「3つ の伝統 に共通 しているのは、それ らが創造す ること及び経験す ることとい う人間

の資質(gift)を 融合す ることである。」(14頁)

「科学的思考 と労働方法 とにおけ る熟練(skil1)は3つ の機能 の訓練 を要求す る。

○疑問 に思 い新 しい問題 をたてる能力(abilitiy)

○人 が観察 した現象に対す る可能 な説明を考案す る能力

○他人の説 明をその源泉、経験あ るいは観察に よって試す能力」(14頁)

(3)労 働する人間[技 術 と文化。学習 と労働習慣。授業 と個人のイニ シャテ ィブ。既

知か ら未知 へ。生徒に適合 させた授業。全面的発達。教員 と教育者 の役割。授業能力 と活

動的学習。集団 としての学習]

「教育は、学習者に労働 の世界 の多様性への覚醒 と視野 を与え、それへの活動的 な参加

に必要な知識 と熟練 を贈 るべきである」(16頁)

「私たちの社会の幸福 と全存在は高度 な技術 に基 づいている。 しか し、その同 じ適用 さ

れた科学 と技術 が破壊的な 目的に使われ得 る。……技術が統御 されず、又は間違 って使用

され るときは、それは地球 を使 い尽 くし次の世代 の存在の基礎 を破壊 するか もしれない。

・私 た ちの技術 的遺産(ourtechnologicalheritage)を よ く知 ることは一 般教 育

(generaleducation)の 不可欠 な要素であ る。」(17頁)

「教育は、 自分が選 んで実践 した結果 を各個人が よく見 ることによって学ぶ ことがで き

るように しなければな らない。それゆえ実践的 な労働 と訓練は教育 の重要 で統合的 な部分

でなければな らない。」(19頁)

「あ らゆ る教育実践的課題 の うちで最 も重要な ことは、子 どもたち若者たちに彼 らが絶

えず前進 してい ることを伝 え彼 らが 自分 自身の能 力(abilities)へ の確信 を得 るようにす る
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ことで あ る。」(22頁)

「学校 外 の社 会 的 条件 を別 にす る と、学 級間 の違 い は、教 員 が生 徒 の課 業(work)を 構

成 し、生 徒 の努 力に対 して指 示 と応 答 、支持 と励 ま しを与 え る方 法 に大 き くその 原因 が あ

る。 … …等 し く授 業 を受 け る権 利(righttoequalschooling)は 、 各個 の生 徒 が割 り当 て

られ て い る学 校 の学 級 か ら も独立 で な け れば な らな い。」(23頁)

(4)一 般 教 養 教 育 を受 け た人 間(theliberally-educatedhumanbeing)[明 確 な知

識 と広 い レフ ァ レソス ・フ レー ム(specificknowledgeandbroadframesofreference)。

専 門 化 した 社 会 に お け る共 通 レ フ ァ レ ソス(commonreferencesinaspecialized

society)。 国 際化 と伝 統 の評 価 コ

「学校 教 育 は 、多 面的 で全 面 的 な一 般教 育 を提 供 す るべ きで あ り、 この一般 教 育 は、 広

い視 野 と見 通 しを与 え得 る人間 と社 会 と 自然 につ いて の具体 的 な知 識 、生 活 の実 践 的社 会

的個 人 的 な課 題 に対 す る方 法 と熟練 、 並 び に、 人 々の協 同を容 易 に し人 々 が共 に暮 らす こ

と を豊 かで魅 力 的 な もの にす る特 質 と価 値 を備 え た もので なけれ ば な らな い。」(25頁)

「教 育 にお いて は、知 識 は 、次 第 に物 事 の概観 を把 握 し統一 性 を与 え る よ う、常 に よ く

配 慮 して 選 ば れ た もの で な けれ ば な らない(lneducation,knowledgemustalways

corlstituteacarefulseletior1,presentedinaprogressiontoprovideoverviewand

createcoherence.)。 …教 育 課程 は学 習 者 が何 を どん な秩 序 どん な水 準 で よ く知 って い　
るかを確 認 した もの で なげ れば な らな い。」(26頁)

「情報 を秩 序 づ け る知識 が、学 ぶ こ とを学 ぶ ため 、又知 らない もの を把握 す るの に知 っ

て い る もの を用 い るた め に求 め られて い る。

前後 の脈絡 、統 一性 と見 通 しを与 え るた め には学 科 と分 野 を超 えて授 業 を計 画 し調 整 し、

そ れ ら相互 の関連 が開 かれ よ り統 合 され た理解 が 出現す る よ うにす る こ とが重 要 で あ る。

この よ うな レフ ァ レソス ・フ レー ム(frameofreference照 合 機 構)が 全 人民 の共 通 の

財 産 で なけ れば な らない とい うこと、 さもな けれ ば能 力 の差異 が社 会 的 不平 等 の中 で表 面

化 し非 民 主 主義 的 な力 に よって悪 用 され る こ とを避 け るた めに ま さ し くそ の一般 教 育 を統

合す る一 つの部 分(anintegralpartofthegeneraleducation)で な けれ ば な らな い とい

うことは、 人民 啓 蒙 の中心 的 な信 条 で あ る。

それ ゆ え、共 通 レフ ァ レソス ・フ レー ム と近 代技 術 の熟 知 とが全 集 団 に分有 され て民 主

的 参加 の た めの条 件 にお け る不 一致 を避 け るよ うにす るこ とは、必 須 で あ る。 」(26頁)

「この よ うな 共通 の コ ソテ クス ト(contexts文 脈)、 理解 のた め の レ フ ァ レソス は、 歴

史的事 件[「4月10日 」]、 憲法 の原理[権 力 の分立]、 古 典文 学[rPeerGynt」]、

文 化 的慣 用 句[「 ら くだ と針 の 穴」]、 あ るいは 天気 図 に用 い られ る記 号等 を含 む。 この

よ う な判 読 や 解 読 、 解 釈 や 関 係 づ け を容 易 にす る共 通 照 合 点(commonreference

points)を 有 す る こ とを欠 いて は 、 人 は 自分 自身 国 か ら疎 遠 に な り得 る。([]書 きは原
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文による。一北川)

これ らの頭上 にかかるパ ラダイム(paradigm理 論 の枠組 み)の 理解がな くては、通常の

専門家でない市民がその生活 に深 く影響 を及ぼす決定 に参加 することは不可能であ る。私

たちの文化 が専 門化 され技術的 になればなるほど職業 の境界 を超 えて意思伝達す ることは

困難 になるであろ う。 このよ うに共通 背景知識(commonbackgroundknowledge)は 民

主的共 同体の成員間 の意思伝達の全国ネ ットワークの核心にある。それは、人が見、読み、

聞 くものを一つの共有 の、 口に出さない思考様式に結びつけ ることを可能 にす る共通 レファ

レソス ・フ レー ムである。それは複合 した メッセージを測 ること、新 しい思想、状況、課

題 を説 明す ることを可能 にす る。」(26-28頁)

「教育は、 この共通背景情報、すなわち、 も し社会 が民主的でその市民 が主権者で在 り

続 けるべ きであるならばすべての人が よく知 っていなければならない文化 を伝 え ることに

おいて指導的な役割 を果た さなければならない。」(28頁)

「よい一般教育は、言語、伝統及 び学習におけ る地方 の共同体 からの共通 の刻印を印象

づけ ることによって国民的なアイデ ソテ ィテ ィと結束(nationalidentityandsolidarity)

に寄与 しなければ ならない。 …… 新来者(newcommers)は 、私 たちの文化 に暗黙の うち

に含 まれた特質が明 らかに され 目に見えるよ うにされるとき、私 たちの社会 により容易に

組み込 まれ る(incorporated)。 」(29頁)

(5)社 会的人間[多 様化 した仲間文化(diversifiedpeerculture)。 義務 と責任。学

校共同体か らの社会的学習。学習ための広 い文脈:仲 間文化 、父母参加及 び地方共 同体]

「今 日では……若者 は労働 の世界 におけ る仕事(tasks)か ら大 き く遠 ざけ られ
、それに

対す る少 しの責任又はそれに対する少 しの統制 しか もっていない。それに加 えて、増大 し

つつあるマス ・メデ ィアに曝 されてい ることが彼 らを観客 とい う受動的 な役割 にお き
、彼

らを対立す る見解 や価値 に曝 してい る。

若者 が学校外の実際的世界 と接触す ることの狭隆化及 びその結果 としての大人 との交流

の減少が、 しば しば内向的で内省的 な仲間文化(peerculture)を 悪化 させている
。……

・代理的経験の成分(thecomponent
ofvicariousexperience)が 直接経験 を犠牲 に

して増加 して きた。

それゆえ、学校 を社会的熟練の発達のための仕事の共同社会 と して開発することが重要

である。学校は、学習者の活動が他の人 々に対す る結果を もたらすよ うに し
、学習者が 自

分の決定 の影響力(immpact)か ら学ぶ ことがで きるよ うに構成 され なければな らない
。」

(30-31頁)

「各人 は学習環境 に関 して、他人の必要への考慮 と学習の尊重をお互 いに示す責任があ

る。後 の人生 の良い機会 としての各人の学校 におけ る毎 日の立場 は
、争 いや分裂 が学級 の

雰囲気や学校 を支配す ることが容認 され ると破壊 され うる。全 ての生徒 は、秩序があ り節
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度のあ る条件の もとで教 育を受 ける権利 をもってお り、 この ことについてお互いに責任が

ある。」(31-32頁)

「両親はその子 ど もの養育 と教育に第一次的な責任を もっている。 これは学校 に委せ ら

れ るのでな く、学校 と家庭の間 での共 同に よって果 たされ なければな らない。」(34頁)

(6)環 境 を認識 した人間(theenvironmentary-awarehumanbeing)[自 然科学、

生態学及び道徳。人間、環境及 び利害の相克。 自然の喜 び]

「もし私たちが持続可能 な開発 を確保すべ きであるとす るな らば、経済、生態及 び技術

の相互作用 は、私 たちの世代に、科学的、倫理的な一つの要求をす るに違 いない。 この持

続可能 な開発 は、私 たちの自然環境によって、資源、技術水準及び社会条件 によって、並

びに、環境 への配慮 が優先 され るときに生ず る衝突 によって設定 され る制限をその出発点

と して受け取 らなければな らない。世界の開発は、生物圏が入間の活動の結果を吸収 し得

るように、政治的機関に よって成長 し得 る コースに置かれなければな らない。そ して又、

持続 可能 な開発は倫理的要求 をす る。す なわち、 もし持続可能な開発 が実現可能であるな

らば、世界の貧 しい人々 との兄弟関係 と団結 が一一つの推進原理で なげればな らないとい う

ことである。それゆえ教 育は自然 における諸相互関係 についての、及 び、人間 とその生息

環境 との相互作用についての広い認識 を与 えなければならない。」(36-38頁)

「教育 は、身体活動 における又 自然の大い さにおげる喜 びの感覚、風景の描線 の美 しい

国で季 節 の変化 の 中に生活 す る ことの感覚 を燃 えたたせ る(enkindle)べ きで ある。」

(38頁)

(7)人 格的に統合 された人間(theintegratedhurnanbeing)

「教育 による優れた教 え(precept)は 、 よ り偉大な知識、方法 と熟練を社 会的 な認識、

倫理的な方向づけ及び美的感受性 に結びつけ ることでなければな らない。・…・

教育の究極の 目的は、共通 の善性 に役立つ ような方法で、すなわち発達 しつつあ る社会

において人道性 を育て るために、諸個人がその可能性を実現す ることを鼓吹することであ

る。」(40頁)

(三)後 期中等教育改革

本節では、 ノル ウェー文部省著作 『94年改革:私 たちの解決策1994年 に開始 された

ノル ウェーの後期 中等教育改革』7>を 縮約紹介 して、 この改革 の問題 と課題、解決策 とそ

れによる利点 として期待 されている事項 を示す。

(1)従 前の後期 中等教育問題

この文 書 が従 前 「問題 で あ った こ と」 と して示 して い るのは 、次 の10の 事項 で あ る。
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①職業 コースの地位が高等教育準備 コー スと比べて下が りつつあった。

②若者の相 当の割合が労働資格 も継続教育の機会 もないままに離学(leaveschoo1)し て

いた。彼 らは基本的 に非雇用 に向か って訓練 されていた。

③国の教育制度は学校教育を見習訓練制度(apprenticeship)と 結びつけるものであるが、

利用で きる養成所(apprenticeships)が あま りに少 なす ぎ、学校 の職業訓練 と産 業 との結

合があま りに弱かった。

④地理的 な不平等があった。

⑤社会的 な不平等があった。

⑥ 専門化(specialize)が 早す ぎたため、あま りに も多 くの者が間違 った選択 を して いた。

すなわち、選択肢 として100以 上 もの異なった基礎 コー ス(foundationcourses)又 は当初

登録 コース(portsofentry通 関港)が あ った。

⑦ 職業 教 育 を受 けた後 、 カ レッジ又 は大 学進 学 を希 望 した多 くの者 が杓 子定 規 な

(square)教 育か ら再 出発 しなければな らなかった。

⑧成人に対す る教 育機会が減少 していた。

⑨恵 まれ ない学生 に対する制度的な援助 がほとん ど無 く、 ドロップ ・アウ トした者は、

適切 なフォロウ ・アップを受けていなかった。

⑩教育の内容 と方法が未来の必要に適合 していなか った。

(2)課 題

この改革案 が 「我 々の課題(ourchallenges)」 と して示 してい るのは、次 の10項 目であ

る。

①職業訓練 の地位 を向上 させ、若者 に魅力あるものにす る。

② すべての若者と成人 を適応 させ ることがで きるよ うな多様 な教育機構を創 り出 し、彼

らに正規の能力(forrnalcompetence)を 与 える。

③ ドロ ップ ・アウ ト問題の解決策 を見出す。

④環境悪化の問題 に対応す る。

⑤ 国際化の課題に応え る。

⑥ マイクロチ ップか ら合成素材 まであらゆる分野 において知識 が益 々重要になっている

とい う 「知識革命」の結果を受容す る。

⑦1994年 に16歳 で中等教育 に入 る人はほぼ2040年 まで労働力 と して留 まる。彼 らを生涯

持 ちこたえさせ る知識 と能力が必要である。

⑧ それゆえ、生徒 と見習訓練生(apprentices)は 、今 日の労働市場 に向けてだけでな く
、

まだ心に描かれていない(notyetenvisaged)仕 事に向けて も教育 されなければな らない
。

⑨生徒 と見習訓練生は、生涯学習の用意を しなければな らない。

一119一

N工 工一ElectrOnlcLlbrarySe-vlce



OtelnaeUnlverSlty

ノル ウ ェー の学 校 教 育

⑩ 生徒 と見習訓 練 生 は 、収 入 の多 い雇 用 の ため にだ け で な く、 自分 達 自身 で新 しい仕 事

を案 出 す るた め、 企 業家 的 視 野(entrepreneurialoutlook)を 得 るた め に も訓練 され な け

れば な らない。

(3)解 決策

この改革 案 が 「私 た ちの解 決策 」 と して示 して い る14項 目の要 点 は、次 の とお りで あ る。

①16歳 か ら19歳 まで のす べ て の者 は 、満3年 の 中等 教育 を受 け る権 利 を与 え られ る。 地

方行 政 当局 は、 そ の よ うな教 育 を与 え る法 規 上 の義務(statutoryobligation)を 有 す る。

② 当初 登 録 コー ス を100以 上 か ら13に 引 き下 る。基 礎 コー スの うち の3つ は伝統 的 な ギ

ム ナ ジ ウム(gymnasium)に 相 当 し生 徒 を高 等教 育 に準備 させ る。残 りの10は 職 業 コー ス

で あ る。 す べ ての コー スがす べ て の地 方(regions)で 用 意 され る(available)。

③ す べて の生徒 は 、後期 中 等教 育 に入 るに 当た って 、 自分 が優 先 させ る3つ の選 択 の う

ちの1つ が認 め られ る権利 を有す る。

④ 生徒 と見 習訓 練 生 は 、基 礎 年 の13種 か ら第2年 の約90種 、 第3年 の200種 の職 業 関連

選択 へ と シス テ ムを通過 す るに連 れ て次 第 に専 門化(specialized)し た選 択 に分 かれ る。

200

の

職

業

資

格

証

明

書

13
の

基
礎
コ

ー

ス

器

姦
髪

生

〒
ス

一

図1後 期中等教育分化の概略

⑤ 新 しい職業 訓練 の2元 制度(dualsystem)に お け る典 型 的 な系 統sequenceは 、一 つ の

学校 で2年 の教 育 を受 け、1つ の会社firmで 見 習訓 練 生 と して2年 の訓 練 を受 げ る ことに

な る。 後 者 の半 分 は正 規 の教 育(formaleducation)で あ り、 そ の他 の 半分 に つ いて は 見

習訓 練 生 は支 払 を受 け る。教 育 課程 は、 完全 な系統 と して定 め られ る。見 習訓 練 生 を引 き

受 け て い る会社 は、 訓練 の教 育的 部分 に対 して弁 済 を受 け る。 会社 は、学 校 にお け る1年

の見 習訓 練 費用 に等 しい金 額 を受 け取 る。

⑥ 後 期 中 等 教 育 の 終 わ りに 、 生 徒 は 高 等 教 育 の た め の 免 状(diplomaforhigher

education)又 は熟 練 労働 者 の資 格証 明書(certificateasaskilledworker)を 授 与 され る。

⑦ 一 般教 育(generaleducation)は 、職 業訓 練 の統 合 的一 部 分 で あ り、 ノル ウェー語 、

英 語 、数 学 、 自然 科学 及 び社 会科 学 にお け る共通 コア ・カ リキ ュ ラムを含 む。 これ らの履

修 単位 は、見 習訓 練 生 が後 に な って高 等教 育 に進 も うとす ると きに算定 され る。
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第1年 第2年 第3年

(学 校 で)

上 級 コー スII

-一 般 科 目

一職 業 コー ス*

第4年

(学 校 で)

上級 コー スII

-一 般科 目補足

(上級 コー ス1レ ベ ルの

職業 コー スへの補 足)

(学校 で)

基礎 コース

(学校 で)

上 級 コー ス1#
(全労働場所)

訓練

(全労働場所)

訓練 と生産労働

(全労働場所)

訓練 と生産労働

*学 校における職業訓練コースは一般規則に対する例外である。

#い くつかの業種における訓練構造は変則的に労働場所における

上級 コース1を 伴 う。

図II学 校における学習と労働場所における訓練・生産労働

⑧一般教育課程 における教材 と学科内容(subjectmatter)は 、例 えば保健 ・社会保障 の

基礎 コースの生徒 は英語の授業で 「盲腸」 を、機械の基礎 コースの生徒 は 「研磨機」 とい

う異 なった語彙 を学ぶなど、一定 の範囲で生徒 が学ぶ職業領域 に応 じた ものとす る。

⑨す べて の生徒 と見習訓練 生 は、 い くつか の企 業家 的熟練(someentrepreneurial

skills)を教 えられ る。

⑩恵 まれない学生の必要に応 じるよ う特別の措置が取 られ る。

⑪ ドロップ ・アウ トに対 して法規 による 「フォロー ・ア ップ」サー ビス制度をつ くる。

⑫広 い知識観 を導入す る。事実 に関す る知識、手の熟 練、倫理的価値及 び人格 的特質

(例 えば、社会的能力、 コミュニケー シ ョソの熟練 、創造性)の すべてを重視す る。

⑬社会 と労働市場 におけ る未来の課題 に応 じるようすべての教 育課程 を見直す。

⑭ よ りよい教育機会 が基準化 された教育課程 を通 じて成人 に提供 され、地方当局 は成人

に適応 した コースを提供す る責任 を負 う。
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(例:上 級 レベ ル1お よ びIIに お け る電 気 業ElectricalTrades)

な
可

晶
目

期

中

等

教

育

[当初登録 コース] 上級水準1 上級水準IIコ ース/

基 礎 コ ー ス コ ー ス 企業における訓練

一般及び
「

〉
職業学習

一般学習補足

音 楽 、 ダ ソ ス

演劇
〉航海電気学

ス ポ ー ツ

及び体育
高 電 圧 組 立

fitter
生 産 ・・ 一〉 技 学

高

保健及び 電子工学

社会福祉

オ ー ト 低電圧組立 生 産 ・ 一〉

芸術 、工芸 メ ー シ ョ ソ

及びデザイソ

農業、漁業
電気職業

信号組立 生 産 一 〉

能 問
等

及び林業
Electrical
Professions

電気業 リフ ト設置組立 生 産 一 一〉

海洋科 目 証 的

ホテル業及

び食品加工業
航空機技

電気修理 生 産 …〉 教
一〉 ・〉

建設業

Bullding&Construction 航空電子工学 産業家庭電気組

立
生 産 ・…… 〉

明 教

建築業

Tecnica1Construction

電話交換機組立 生 産 一 一〉

技術機械業
育

書 科

発電所技術 生 産 ・一 う

化学加工業

木工業 列車電気 生 産 一 一一〉

図III職 業教育訓練の基本構造
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(4)解 決 策 に よ る利 点(advantages)

この改革案がその改革による利点として挙げている内容の要点は次のとお りである。

「マクロ経済上の利点」

①非熟練又は無資格での後期中等教育離学の消滅。②全人口における高い資格水準の達成。

③職業資格についての全国的基準の形成 とこれによる流動性の促進。④学校でのより広い

知識、熟練、態度、現職教育でのより専門化 した知識、熟練、態度 という職業訓練の両特

徴の兼備。⑤見習訓練期間を通 じた実習環境における最新設備の利用。⑥労働力市場での

需要供給の整合改善。⑦ よりよい教育の質の確保。⑧若者の非雇用の減少。⑨才能の豊か

でない人への機会の供与の改善。⑩雇用者組織及び被雇用者組織の教育 ・教育課程開発へ

の能動的参加。⑪労働力の弾力性の増加。

「生徒と見習訓練生にとっての利点」

①すべての若者の正規の能力に達する後期中等教育を受ける権利の保障。②職業訓練と高

等教育に至るコースへの等 しい地位の付与。③職業訓練から高等教育へのアクセスの容易

化。④学校から労働への移行の円滑化。⑤実務的課業に対する最新の教育課程によるより

適切な理論的知識の確保。⑥認められる熟練に基づ く、見習訓練生の地位 と収入の獲得。

⑦人格の発展、独立性及び責任の奨励。⑧年齢混合環境及び熟練 した成人及び訓練中の若

者との密接な相互交流に基づく、見習訓練生に対する動機づけのよりすぐれた環境の提供。

⑨生涯学習に対する強固な基礎の確立。

「雇用者にとっての利点」

①あらゆる職種、業種における専門的熟練 と態度を有する被雇用者の質、量の確保。②労

働者が質がよく採用後直ちに生産に従事できること。③全国的基準と教育課程が採用決定

に対 してより強固な基礎を付与すること。④雇用者の組織と被雇用者の組織が教育内容に

ついて一つの影響力を有すること。

「教育当局にとっての利点」

①経済的資源のよりよい使用。②正規の学校と見習訓練制度 とに基づく2元 制度の確立。

③学校教員と産業指導員との協同の達成。④教員及び指導員の熟練の系統的最新化。

(四)職 業訓練制度

上記 に見 られ る、 ノル ウェーの学校 と労働場所 とにおける2元 的な後期中等教育 ・訓練

制度は、わが国を基準 に考えれば、非常 に特徴的 に思われ る。 この2元 制度 の一方 の職業

訓練制度 を定 めてい る 「職業訓練法」 の要点部分 を次 に示す。同法 は、全文24ヶ 条、英文

ではA4判14頁 の分量である。
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職業訓練に関する1980年5月23日 の法律第13号

(最近改正:1993年6月11日 法律第85号)8)

(抄)

第1節 本法の適用範囲

第1条 本法の関与事項

この法律は職業訓練 に関 して定め る。 この法律は、この法律の下での職業及 び見習訓練

生、学校生徒及 び正規の訓練 を受 けていないがその知識についての証明を得たいと望む志

望者の就職又は職人試験(jouneyman'sexamination)に 関 して定 める。

②又、 この法律 は、見習訓練生及 び訓練施設(trainingestablishment)の 権利義務、訓

練 の計画 と実行 におけ る雇用者及 び被雇用者の団体の協同、並びに職業訓練の助成に関す

る県及び国の責任 について定 める。(○ で囲む項番号は北川が付した。以下、同様)

③後期 中等教育に関する1974年6月21日 の法律第55号 は、学校において行 われ る職業教

育 に適用す る。

第1条a.基 本 目的

この法律は、工芸、職業(profession)及 び社会 に関す る能力、理解及び責任を開発す る

こと、継続教育 の基礎 を与 えること、並びに見習訓練生の人間的発達を援助す ることを目

的 とす る。

②職業訓練は、基礎的 なキ リス ト的及び人間的価値、わが国の文化的遺産、民主主義的

理想及び科学的思想 と方法についての認識 と理解 を増大 させなければならない。

③職業訓練は、人間の平等 と平等な権利 、知的 自由と寛容、生態学的理解 と国際的協 同

責任を促進 しなければな らない。

第1条b.訓 練の組織(機 構)

訓練は一般 に職 人試験 を通 じて訓練 を受け る者 に職業資格(vacationalqualification)

を与 えなければな らない。

② この法律に応 じる訓練の基準モデルは、見習訓練生が後記中等教育学校において基礎

コー ス(foundationcourse)及 び上級 コース1(advancedcourceI)終 了の後、訓練 施

設 において行 われ る全 日制1年 間の訓練である。訓練施設 における訓練は生産労働 と結合

され ることがあ り、その場合は訓練期間は2年 に延長 されることがあ る。

③県が訓練施設で行われ る訓練 を提供で きない場合は、訓練 の最終段階 も学校 で行われ

なければな らない。

第2条 この法律の下 における職業

省は、その発意又 は所轄部門におけ る団体賃金協定当事者によって提出された提案及び

職業訓練全国評議 会(Nationa!CouncilforVocationalTraining)の 助言に基 づいて、

あ る領域 の労働又は職業が この法律 の下 に含 まれなければならないことを決定す る。
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② ある職業 が この法律の下 に含 まれ るべ きでな くな る場 合の決定 も同様 とす る。

第2節 見習訓練生及びその要件

第3条 見習訓練生の定義

この法律 による見習訓練生 とは、第1条bの 規定 に したが って就業す るため又は職 人資

格 を得 るためにこの法律 の下 にある職業(trade)に おける見習訓練契約 を した者である。

②県職業訓練委員会(countyvocationaltrainingboard)は 、委員会 が県の代理 と して

協定 を結 んだ相手方の訓練施設 に生徒 を配置す る準備 をす る。大 臣はこの手続に関す る規

程 を定 める。

第3節 監督及び管理

第5条 職業訓練全国評議会

職業訓練全国評議会は、国王 によって任命 され る。 この評議会は大臣に助言 し、 この法

律 によって与 え られた事務 を遂行 し、率先 して職業訓練 を推進す る。評議会は雇用者 の組

織、被雇用者組織及 び省 の代表 を含む もの とす る。その成員の過半数 は、雇用者及 び被雇

用者の同数代表 か らな る労働共 同体(theworkingcommunity)を 代表す るもの とす る。

省は評議会の構成 と職務 について定 める。

第6条 職業訓練評議会(Vocationaltrainingcouncils)

各職業又 は職業分野 は職 業訓練評 議会 と提携 す る もの とす る(Eachtradeortrade

areashallbeaffiliatedtoavocationaltrainingcouncil.)。 大 臣は、職業訓練全国評

議 会 の助 言 に基 づ い て、 職 業訓 練 評 議 会 の設 立 、 そ の人 数 規 模 、 そ の技 術 的視 野

(technicalscope)及 びその活動 の管理規則 を定 め る。 この規則 は、職業訓練 評議 会の事

務局及びその機能 に関す る規定を含む。

②職業訓練評議会 は、団体賃金協定 の当事者 によって提案 された雇用者及び被雇用者 を

代表す る同数 の成員 を含む もの とす る。

職業訓練評議会は、又、訓練計画の内容及 び機能 に広 い知識 を有す る成員を含む ものと

す るが、雇用人及 び被雇用人の代表 が委員 の過半数でなければな らない。

④職業訓練評議会は、その職業 に関す る問題についての県の職業訓練委員会 の決定 に対

す る苦情処理機関であ る。

省 は、職業訓練評議会の決定 に対す る苦情処理機関である。

第4節 見習訓練契約。訓練施設及び見習訓練生の権利及び義務

第10条 仮見習訓練及び見習訓練契約

①書面 による契約 が訓練施設 と見習訓練生 との間で見習訓練の始めに記入 されるものと

す る。

第11条 訓練施設の権利と義務

1.訓 練は定 め られた教育課程 に したがって行 なわれ なければな らない。 ……
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2.… …見習訓練生 の労働時間 とあ らゆ る学校時間(anyschoolhours)は 、合わせて

その職業におけ る他の労働者に適応 されている労働時間 を超 えてはな らない。

第12条 見習訓練生の権利 と義務

1.見 習訓練生は、理論的訓練 を補足す るため職場を離れ る権利 を含め、教育課程に定

め られた訓練 を受ける資格 がある。

2.見 習訓練生は訓練計画の 目標 を能動的に遂行 し、 よい労働環境 と協同のためのよい

条件の創造に寄与 しなけれなならない。

3.見 習訓練生は、見習訓練期間の終 りに最 も近 い 日に行 なわれ る試験に出席 しなけれ

ばならないQ

第13条 関連する学校授業及び職業試験の理論的部分

教育課程で修得す べ き理論 と職業試験 の理論部 分は、通常は(normally)基 礎 コ～ スと

上級 コース1の 完成 と相応 してい る。

第16条 見習訓練契約の解約

見習訓練契約 は、訓練施設 か ら県を代表す る県職業訓練委員会 への書面 による通知 がさ

れた後、当事者 の合意によって解約す ることがで きる。

②次の場合、契約は、県職業訓練委員会によって代表 され る県の承認 を得て、訓練施設

又は見習訓練生のどちらか一方のみによって解約す ることができる。

1.当 事者 の他方 に労働 における義務の重大 な違反がある場合。

2.見 習訓練生又 は訓練施設 が見習訓練 を継続す る能力がないことが明白な場合。

3.契 約期間の終 りまで見習訓練を続 けることが 自分にとって過度 に不適切であるとい

うことを見習訓練生が書面 で表明す る場合。

第17条 勤務条件

見習訓練生は訓練施設の被雇用者であ り、その権利 と義務 は法規 と賃金協定 によって生

ず る。

(五)後 期中等教育生徒の権利及び生徒の自治、

大学 の管理運営への学生参加

本節では、 ノルウェーにおけ る学校 の管理運営への後期 中等教育生徒の参加及び生徒 自

治の法的保障及 びそれに関する生徒指導方針、並びに、大学等の管理運営への学生参加の

制度 の要点 を示す。
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(1)後 期中等教育生徒の学校管理運営への参加、権利及び 自治の保障

ノルウェーにおけ る 「後期 中等教育(uppersecondaryeducation)」 は、 「前期中等教

育(義 務教育 であ る一北川)と 高等教育 の間 のあ らゆ る教育及 び訓 練(educationand

training)」 を指 して言われている9)。 これに関す る法律 の抄訳 を示す。93年 、前記 の職

業訓練法 と同 日に改正 されたものであ る。

後期中等教育に関 する1974年6月21日 の法律第55号

(最近改正:1993年6月11日 法律第90号)1°)

第15条 学 習環境及び生徒の権利と義務

生徒 は、 教育 課程 に定 め られ た教 育 を受 け る権利 を有す る。 又 、生 徒 は教 育計 画

educationalprogrammeの 目標 を達成 す るために積極的に教育計画 に参加す る義務 を負

う。

県における生徒代表は、理事会(board)の 会議で、職 員(employees)が 会議 に出席 し発

言す る権利 と同 じ、出席 し発言する権利 を有す る(県 及び市町村 に関す る1992年9月25日

の法律第107号 第26条 、参照。)。

第16条 生徒の退学処分

生徒 が重 大 な違反 又 は大 きな怠慢 の罪 を有す る(guilty)時 は、最終 的 には退 学処 分

(expulsion)に され うる。

退学処分の決定 がされる前 には生徒 に釈 明の機会が与 えられなければならない。

第27条 学校委員会(SchoolCommittee)

各学校 には、職員及 び県の代表及び2名 の生徒代表 による学校委員会を置 かなければな

らない。

校長 は、 この委員会の成員であ りかつ書記であ り、会議 に出席 し意見 を述 べ委員会に提

案す る権利を有す る。

委員会はその学校 に関す るあ らゆ る事項 について意見を表明す る権利 を有す る。

県は、委員会 を学校理事会 に任命 す ることがで きる(Thecountymayappointthe

committeetobetheboardoftheschool)。

県 が学校委員会の外 に学校理 事会を任命 す る場合 は、地方 自治法(LocalGovernment

Act)第11条 に よ り生徒は理 事会 にその成 員 と して少 な くとも2名 の代表 を有 しなければ

な らない。

省は学校委員会の任務(function)に 関 して よ り詳細な規則 を定め ることがで きる。

第31条 生徒評議会及び生徒総会(Pupils'CouncilandGeneralMeeting)

各学校は、少 な くとも生徒20人 に1人 以上 の成員 による生徒評議会を置 かなければな ら

ない。生徒評議会は、その議長及び副議長 を選 ぶ。
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生徒評議会又は5分 の1の 生徒の要求 により全生徒の生徒総会を学校で行 うことができ

る。

生徒評議会 の選挙 は、書面の秘密投票 により行 われ る。

生徒評議会 は、生徒の学習条件及び福祉に関す る事項 を扱 う。

省は、生徒評議 会の任務 に関す る規則 を定 めることがで きる。

第34条 子 ども福祉機関に情報を提供 する義務

この法律の下 に働 く職員は、その義務 を遂行す るに当た って児童福祉機関の活動を必要

とす る条件 に留意 しなげればな らない。

守秘義務 に関わ らず、職 員は、子 ど もが家庭において虐待 されているとき若 しくはその

他適切 な保護 を与 える上での間違 ったや り方 の下 におかれていると信ず る根拠 があるとき

は子 ども福祉 に関す る法律第4-10、 第4-11及 び第4-12条 に より、又は、子 どもが重大

な行動上 の混乱 を示 した ときは、同法第4-24条 によ り、 自己の発意で子 ども福祉機 関に

通告 しなければならない。職員は、又、子 ども福祉 に関す る法律の定 める責任機関の要求

に応 じて この ような情報を提供する責任 を負 う。

(2)生 徒 の 『手 引 き』r71加Gπ 漉)

ノル ウェー の国立教育 資源 セ ソ ター(TheNationalCentreforEducationalResources)

が1994年 発行 した 『手 引 き』(7'加G醐6)'1)は 、 次 に示 す 「ま えが き」及 び 目次 か ら判 る

よ うに後 期 中等 教育 生徒 の学校 生 活 全面 に及 ぶ手 引 き書 で あ る。

まえがき(抄)

『手引き』はあなたたちの進路を助けるために作られました。これを読めば、どのようにすれ

ば責任を確信 して自分自身の学習ができるようになってゆけるか、どのようにすればあなたやク

ラス ・メー トが学級の学習で積極的役割を果たせるかがわかるで しょう。学級代表がどうい うも

のであるかも理解できるで しょう。

目 次

第1部 学習 という仕事(joboflearning)

単元1動 機づけ一計画一責任一学習………9頁

単元2教 育課程の目標から学習へ15頁

単元3評 価27頁

単元4学 習の組織的枠組み31頁

第II部 学級代表

導入37頁

学級代表選出の仕方37頁

生徒評議会の成員としての学級代表37頁

学級代表は紛争にどのように応ずるべきか…37頁

ほかに何を取 り上げることがで きるか………39頁

生徒評議会(Thestudentcouncil)一 ・……39頁

生徒評議会の義務39頁

生徒評議会執行部の成員とその義務40頁

生徒評議会の議長が留意すべきこと44頁
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この中で生徒の 自治や権利、学校の管理運営への参加 を奨励 してい る記述 を以下に示す。

第1部 第4節 学習をと りま く組織的枠組み

学級評議会(classcouncil)

学級評議会 はその クラスの全生徒 から成 り、例 えば生徒評議会(studentcouncil)に 生

徒 の意見 が求 め られ て報告 が提 出 され る前 に生 徒 が諸事項 を討論 す る ことがで きる場

forumで ある。学級評議会は、学習環境や学級な どその学級だけの諸事項 も扱 うことがで

きる。 ……議長は通常は学級代表が務 める。

学級全体会議(classgeneralmeeting)

学級全体会議、あるいは学級時間は、多 くの学校で導入 されてい る。

生徒、教員、及 び管理者(administrators)が 会す る会議で ある。

学級時間は学習計画作成や学習方法討論 にも充て られ る。学校に よっては、 自由時間に

学級全体会議 を予定 として組 み込 んでい る。

生徒評議会

生徒評議会は、学校評価 あるいは学習及び教育行政 に関するその他の問題 を討論す るこ

とができる。生徒評議会は、生徒 が学級代表を通 じて又は直接 に生徒評議会の執行部に諸

問題 を提 出す るな らば最 も良 く機能す る。

第2部 学級代表(classrepresentative)

生徒評議会の成員 としての学級代表

生徒評議会 で取 り上げ られ る問題 をその会合の前 に、例 えば学級全員会議や 自由時間 に

学級で討論 してお くことが重要 である。

生徒評議会 が 『手引 き』rT加G鰯46ノ に沿 って活動で きる次の ようなや り方がある。

●学年 の始め に各学級は生徒評議会が勧告 した線 に沿 って様 々な教員の冊子(booklet)

の使い方を討論す ることがで きる。学校は冊子の使い方 に関す る全面的 な計画 をもってい

るか も知れない。その場合 にはあなたたちはその計画を討論 しなければな らない(should

discuss)。 もしそのよ うな計 画がないな ら生徒評議会 は計画が作 られ るよう提案 してその

仕事 に参加す ることがで きるだ ろう。

生徒評議会執行部の成員 とその義務

全生徒は生徒評議会執行部の選挙に立候補す ることがで きる。

生徒評議会執行部 は、生徒評議会の効果的 な活動及び 日々生徒評議会 の前に置かれ る問

題 を処理す ることに責任 を負 う。

生徒評議会 をどれだけの回数す るかは評議会 自体が決め ることである。 しか し、多 くの

場合、取 り上げて欲 しい問題 をいつ出す べきかわか るよ うに、週 に1度 決まった曜 日に会

議 をす ることが都合 がよい。

(生徒評議会執行部には、会長、副会長、書記 、会計、その他 の役員が置かれる。 一北川)
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総会(generalmeetingS)

生徒評議会は総会が定期的 に開催 され るよ う準備 しなければな らない。

事務所 と当番名簿

生徒評議会は生徒が評議会委員 と会 えるよ うに事務所を もち、事務所 を開いてい る時間

と当番を決 めるべきである。

(3)大 学の管理運営への学生参加

以下 に示 す 法規 に見 られ る よ うに 、 ノル ウェーで は 、国 立 カ レ ッジ以上 の高等 教 育機 関

の理 事 会 、評 議 会 への学 生 代表 参 加 が保 障 され て い る。 なお 、 これ らの学 校 で は、 日本 の

学 部等 に当 た る と思 われ る"Departments"の 運 営委 員 会(SteeringCommittee)に も学

生 代 表 が15-20%の 委員 構 成 比 率 で参 加 す る こ とと され て い る(下 記 法 律12条1項 、13条

1項 ・4項)。

大学 及 び ユ ニ ヴ ァシテ ィ ・カ レ ッジ に関 す る法律(1995年5月12日 法律第22号)馨2)

(抄)

第1条 この法 律 の適 用施 設

1.こ の 法 律 は 、 大 学(universities)… 、 ユ ニ ヴ ァ シ テ ィ ・カ レ ッ ジ(university

colleges)… 、 国 立 カ レ ッジ(statecolleges)… … に適 用 され る。(省 略部分に8つ の大学、

6つ のユニヴァシティ・カレッジ、26の 国立カレッジの名称が列挙されている一北川)

第3条 主 た る管 理 機関

1.各 施 設 は 、大 学理 事 会(board)又 は カ レ ッジ理事 会 に よって管 理 され る。

第4条 理 事 会 の義 務

1.理 事 会 は、施 設 の最 高 管理 運営 機 関 で あ り、 ……(以 下 、略)。

第6条 理事 会 の構 成

1.理 事 会 は、9、11、 又 は13名 で構 成 され る。

2,そ の成 員 は、総長 、 副総長 、2乃 至5名 の アカ デ ミック ・ス タ ッフか らの選 出代表 、

1乃 至2名 の技 術 職 員及 び管 理 職 員 か らの選 出代 表 、2乃 至3名 の学 生 か らの選 出代 表 、

2乃 至4名 の学外 者 に よ る。

3.理 事 会 はそ の成 員 の過 半数 が そ の施設 の アカ デ ミッ ク ・ス タ ッフの み、又 は アカ デ

ミック ・ス タ ッフ と学 生 で なけ れ ばな らない。

第7条 大学 又 は カ レッジ評議 会 の義 務

1.大 学 又 は カ レッジ評議 会(counci1)は 、大 学 等 の活 動 の基 本 方針 に関 す る事 項 又 は

それ に関連 して 生ず る原理 的 な重 要 問題 につい て理 事会 に助 言 をす る。 … …

5。 評議 会 の会議 は公 開で あ る。但 し、個 人 の プ ライ ヴ ァシ イを守 るた め又 は施設 の運

営 の利 益 に関 わ る場 合 は 単純 多数 に よ り秘 密会 にす る ことがで きる。 ……
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第8条 大学 又はカ レッジ評議会の構成

1.大 学又はカ レッジ評議会は、第4項 に定 める場合を除いて、少な くとも15名 で構成

される。その人数配分は次のとお りである。

a.常 任アカデ ミック職員

b.臨 時指名 アカデ ミック職員

c.技 術 ・管理職員

d.学 生

第11条 理事会及び評議会の選挙

2.

51-60%

0-10%

5-25%

15-30%

理事会及び評議会の学生成員及びその補欠は、1年 の任期で選ばれる。

おわ りに

以上、①成人教育や少数言語教育重視 を含む ノル ウェーの教育の概要、②その改革 にお

ける一般教育重視の基本理念、③学校 と労働場所 において一般教育と専門教育 とを共 に保

障 しよ うとす る2元 制度 による後期中等制度改革、④その2元 制度 の一方 としての職業訓

練制度、⑤学校の管理運営 への生徒 ・学生の参加の制度的保障 と後期中等教育生徒 の自治

育成方針 、等を見て きた。

以上の ような理念や方針、制度等が、 ノル ウェーで国 をあげて追求 されているとい う事

実は、わが国の教育改革において も、 これ らに含 まれている価値ある内容 を創造的 に適用 ・

発展 させ ることの重要性 を改めて考 えさせ る。

今後、教育実態や教授学習内容、教育課程 、子 どもや親 の権利保障 なども含めて、 ノル

ウェーの教育についての知識 と理解 をさらに深 める機会を求 めてゆきたい。

出 典(《 》内は便宜上の和文略称)

① ノ ル ウ ェ ー 大 使 館 発 行 ノ ル ウ ェ ーInfoumationNo.3/95「 ノ ル ウ ェ ー の 教 育 制 度 」 、

和 文A4判1枚 表 裏2頁 。

②NorwayMinistryofEducation,ResearchandChurchAffaires,E伽cα'ゴoπ 勿

ハめ7ω の ・,Oslo:Mayl994,12pages,A4format.《 ノ ル ウ ェ ー の 教 育 》

③thesameasabove,Co76C%77吻1π 〃2ブ07P7吻 αη,Sθcoη4α7ッ 伽4A伽 〃

E冨%cα'ゴoη 腕No7ω の7,0slo:1994,42pages,《 コ ア ・カ リ キ ュ ラ ム 》

④thesameasabove,・ 配⑳7〃2'94∫ 丁痂sゴsoπ7so1纏o%-丁 乃61ヒ ⑳7御o∫ の ρθ7

S6co鰯 α7yE4%cα'ぎoη ∫πNo伽 αッS如 γ∫α1勉Aπg錫s'1994,0slo:November1994,

10pages,《 後 期 中 等 教 育 改 革 》
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⑤Ac'1V∂.130ゾ23砿 αッ19801ぞ 露 伽9!oγocα!翻 α17璽 γα翻 η9,/1s5功 ∫θσ%θ%め

/1祝 ωz6θ4,ル10s'R6cのz〃 .yδ)7Ac'ハ1∂ 。850ゾ111膨z61993,EnglishTranslationby

thesameMinistryasabove,24august1994.《 職 業 訓 練 法 》

⑥4cげAの.55(ガ211襯61974R6Zα 枷9ホo乙 φカ67Sθco編 α7夕 肋6α'翻,!45S励 ∫6σ膨 痂 砂

A窺6η ゴ64,ηzosムR6cθ π〃yδ ッ/1c'No.9クo∫111z粥61993,EnglishTranslatiOnby

thesalneasabove,24august1994.《 後 期 中 等 教 育 法 》

⑦TheNationalCentreforEducationalResources,7'加0麗4θ,Oslo:1994.48

pages.《 手 引 き 》

⑧/1c厩o.220∫ ルノ砂19951ぞ61α 伽9彦oび 癬67∫ 伽sα 雇Co〃696s,EnglishTranslation

bythesameMinistryasabove.《 大 学 法 》

注

1)ノ ル ウ ェー の概 要 と特 徴 の若 干 を記 して お く。

[国 土]ノ ル ウ ェ イ(Norge又 はNoreg)は 、

正式 国名 ノル ウ ェー ≡E国KongeriketNorge、

94年 現 在 人 口約430万 人 、 領 土 面 積 約38万

7000km、 概 ね 北 緯56° ～72° 東 経5° ～31° ス

カ ソデ ィナ ビ ア半 島の 北 西部 に位 置 して い る。

国 土 は、 そ の1/3は 北 極 圏 内 に あ り、 山岳

地 帯 が 多 く耕 作 面 積 は約3%で あ る。 ス カ ソ

デ ィナ ビア 山脈 に よ る長 い 国境 線 に よ って 半

島南 東 部 の ス ウ ェー デ ソ と隣 接 して い る。 首

都 オ ス ロ(Oslo)は 、 人 口約48万 人 、 北 緯

60°東 経11° 、1日 の 平 均 気 温 は 年 間 平 均 で

5.7℃ 、 最 寒1月 の平 均 気 温 一4.3℃ 、最 暖7

月17.3℃ で あ る(東 京 書 籍編 集 部 『世 界 各 国

要 覧 』1995年 及 びDominiqueetMic髭le

FREMY,(2痂 ゴ ヱ996,Paris:倉ditions

RobertLaffont,1995,p.1268、 参 照)。

[歴 史]ノ ル ウ ェ ー は1380年 の デ ソマ ー クと の

同君 連 合 の成 立 以降 デ ンマ ー クに 支配 され て

い た が 、1814年 、 ス ウ ェー デ ソ支配 下 に 移 さ

れ た。 この 下 で ノル ウ ェー は形 の 上 で は 独 立

国 と して ス ウ ェー デ ソ と同 君 連 合 を な し、 ノ

ル ウ ェー 独 自の 憲 法 ・議 会 ・政 府 の 維 持 を認

め られ 、 外 交 と軍 事 が共 同 の名 目で ス ウ ェ ー

デ ソ側 に握 られ て い た。 この 「エ イ ツ ヴ ォル

憲 法 」 の下 で 、 ノル ウ ェー議 会 は1884年 に は

ス ウ ェー デ ソ国 王 に 任命 され る ノル ウ ェー 政
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府 を完 全 に支 配 下 にお くよ うに な り、 また 議

院 内閣 制 ・普 通 選 挙 ・地 方 議 会 に お け る婦 人

参 政 権 の 導 入 な ど を行 な っ た。 しか し、 ノル

ウ ェー の 海 運 業 と漁 業 が発 展 し外 交 権 を持 た

な い不 利 益 が顕 著 に な り、1890年 頃 か ら ノル

ウ ェー側 とス ウ ェー デ ソ側 の対 立 と交 渉 が進

行 した。 結 局 、1905年 ノル ウ ェー の 国民 投 票

の ほ ぼ2千 対1に よ る結 果 に基 づ く独 立 表 明

を経 て 同年9月 の カ ー ル ス タ ッ ド協 定 に よ る

円満 な連 合解 消 が成 立 しノル ウ ェー は 独立 し

た。(百 瀬宏 ・村 井誠 人 監 修 『北 欧 』1996年 ・

新 潮 社 、63-64頁 ・本 間 晴 樹 執 筆 及 び355-358

頁 「北 欧 史 略 年 表 」)。

[言 語]公 用 語 に は ボ ー クモ ー ル(bokmaal。

rikusumaa1と もい う)と ニ ー ノ シ ュ ク(ny-

norsk)が あ る。 前 者 は80-85%の 人 に教 え

られ て い る第 一 言 語 で あ り、 デ ソマ ー ク語 を

ノル ウ ェー語 の発 音 に 合 わ せ て変 化 させ た も

の で か つ て400年 間 は唯 一 の公 用 語 で あ った 。

後 者 が 公用 語 と して 新 しい が 前者 に 代 わ る傾

向 は な く二者 が併 存 して い る。後 者 は 、 デ ソ

マ ー クに よ る征 服 の 以 前 か ら 日常 的 に 話 され

て い た 言 語 を引 き継 いだ もの で あ り(以 上 、

9嫉 ∫1966、 前 掲 頁)、 非 デ ソ マ ー ク的 な ノ

ル ウ ェー語 を確 立 しよ うす る運 動 に よ って 各

地 で使 わ れ て い た方 言 を採 取 して つ く られ た

もの で1885年 に 国会 で 公 用語 と して 承認 され
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た 。 この 両 言 語 の 問 題 は 「あ くまで 書 き言 葉

の 問 題 」 で あ り 「東 京 弁 と大 阪 弁 を正 書 法 に

採 用 して い る よ う な 」 こ と だ と 言 わ れ る

(岡 本 健 志 ・ 『北 欧 』74頁)。

[政 治 経 済]第 二 次 世 界 大 戦 で ノル ウ ェー(以

下 、 本 注 で はNと 略 記)は 、1940年4月 、 ナ

チ ス ドイ ツの 奇 襲 攻 撃 を 受 け大 戦 終 結 まで 本

土 は ドイ ツに 占領 され 、 ロ ソ ドソの亡 命 政 権

と国 内戦 線 に よ る レ ジス タ ソス を展 開 した。

戦 後 、45年 に 国連 、49年 にNATOに 加 盟 し

た。 東 西 対 立 の 中 でNは デ ソマ ー ク(以 下 、

D)と と もに、NATO加 盟 に際 して 「自国

領 に外 国 軍 基 地 を設 置 しな い」 と い う特 別 項

目を 付 け る(し か しの ちNATO軍 を置 くこ

と に な った 。)、62年 に は 自国 領 に 核 兵 器 を

置 か ない 宣 言 を す る等 独 自の 安 全保 障 を 追 求

して きた 。 北 欧 諸 国 、 す な わ ちN、Dと と も

に 、 ス ウ ェー デ ソ、 フ ィ ソ ラ ソ ド、 ア イ ス ラ

ソ ド(以 下 、S、F、1と 略 記)は 、53年 各

国 国会 議 員 に よる 「北 欧 会 議 」 を形 成(Fは

56年 加 盟)、60年 「ヨー ロ ッパ 自由貿 易連 合」

EFTAに 加 入(Fは 準 加 入)、64年 「国 連

待 機 軍 」 を創 設(1は 不 参 加)、72年 「北 欧

閣 僚 会 議 」 を設 置 す るな ど国 際政 治 経 済 に お

い て一 定 の北 欧 独 自の共 通 性 を追 求 して きた 。

EU加 盟 問題 で の各 国 国民 投 票 で は 、Dが

92年 否 決 ・93年 再 投 票 で可 決 、94年S、Fが

可 決 した が、 ノル ウ ェー は72年EC加 入 否 決

に引 き継 き94年EU加 盟 を否 決 した 。 「EU

とい う特 権 階 級 よ りも、 残 りの 世 界 の 人 々 と

手 をつ な ぐ」 とい うの が 加一盟 反 対 派 の ス ロー

ガ ソで あ った が 、 そ の裏 付 け に は69年 に北 海

油 田が 発 見 され そ の採 掘 量1日280万 バ ー レ

ル 、 天 然 ガ ス採 掘 年 間600-700バ ー レル に よ

る経 済 の安 定 が あ る と言 われ る(以 上 、 前 掲

百 瀬 編 『北 欧 』85-118頁 、 武 田龍 夫 『物 語

北 欧 の 歴 史 』1993年 ・中 央 公 論社 ・190-197

・221-230頁 、 大 島 美 穂 ほ か 『環 バ ル ト海 』9

5年 岩 波 書店 ・153-167頁 、 参 照)。

政 権 は、 労働 党 が1928年 に少数 内閣 を形 成 、

35-40年 単 独 、40-63年 連立 政 権 、 そ の 後保 守

連 立 政 権 と な った(武 田 ・前 掲 書197頁)。

議 会 は伝 統 的 に小 党 分 立 的 で 、 同 時 に政 党 が

社 会 主 義 的 と非 社 会 主 義 的 とに大 別 で き2大

政 党 政 治 的 と も見 られ 、近 年 で は概 ね総 選 挙

毎 に保 守 と革新 で政権 交 替 が行 なわ れ て い る。

現 在 は 、93年9月 の 総 選 挙 の結 果 、 女 性 の グ

ロ ・ハ ル レム ・ブル トラ ソ首 相 が 率 い る労 働

党 の 単 独政 権 とな って い る(前 掲 『世 界 各 国

要 覧』140頁)。

[福 祉 ・教 育]Nで は他 の 北 欧 諸 国 と同 様 又 は

それ 以 上 に環 境 や福 祉 へ の 施 策 が 先 進 的 に進

め られ て い る。 例 え ば 、① 「男 女 平 等 法 」

(79年 施 行)の 規 定 の 追 加 ・修 正 に よ っ て

「公 的 に任 命 され る理 事 会 、審 議 会 、 委員 会

等 の 構 成 は男 女 一 方 の性 が少 な くと も40%以

上 で な け れ ば な ら ない 」 とす る制 度 が88年 か

ら実 施 され て い る。②42週 間 の休 暇 の場 合 は

100%、52週 の場 合 は80%の 育 児 有 給 休 暇 が

父母 に保 障 され て お り、 う ち母 親 は 出 産 の直

前 に3週 間 、 産 後6週 間 と らね ば な らない が 、

93年 か らは 父親 も4週 間 以上 と らな け れ ば な

らな い と され て い る(上 野 勝 代 『子 ど も、 お

年 よ り、 女 性 が輝 く国 ノ ル ウ ェー』95年 ・か

も が わ 出 版 ・165-166頁)。 ③81年 、 世 界 に

先 駆 け て 「子 ど もオ ソ ブ ッ ド」 制 度 を実 施 し

た(同 国大 使 館 、 英 文 「子 ど も のた め の委 員

に 関 す る1981年5月6日 の 法 律 第5号 」 等 の

諸 資 料)Q同 国 の学 校 教 育 に つ い て は 、 『国

際 理 解 教 育 と教 育 実 践 』(エ ム テ ィ出 版 、

1994年)第4巻 第10章 「ノル ウ ェー」(中 嶋

博 執 筆)及 び 中 田 慶 子 『私 の 出 会 っ た ノ ル

ウ ェ ー』(ド メ ス 出 版 、92年)等 が あ るが 、

前 者 に和 文 文 献 の紹 介 は な く本 格 的 な紹 介 ・

研 究 は これ か ら と思 わ れ る。

2)こ の節 は、 特 記 しな い限 り、 本文 末 記 載 出 典

の① 、② に よ る。

3)英 文 で は 直 訳 と 思 わ れ る"Ministryof

Education,ResearchandChurchAffaires"

`Th
eRoyalMinistryofEducation,Research

andChurchAffairs""TheRoyalMinistry

ofChurch,EducationandResearch"な ど
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が用いられている。 日本語直訳は 「(王 立)教

育研究教会省」などであろうが、本稿では 「文

部省」とする。

4)サ ーメは、現在 ノルウェー、スウェーデソ、

フィソラソド三国の北端からロシアの西北端に

かけて住み トナカイ放牧を中心に狩猟、漁労な

どで生活してきた人々である。従前の 「ラップ」

とい う呼称は差別的だされている。人数は認定

基準によって4万 人とも10万人ともされる。サー

メ語は18世 紀まではサーメ人の居住地域では半

ば公用語の地位にあったが、19世 紀に言語的同

化の圧力が高まり学校教育はサーメ語を排除、

同語の習得や使用が社会的心理的に困難になる

状況が生み出された。第二次大戦後、北欧サー

メ会議及び同評議会においてサーメ語復権運動

が始められ、ノルウェー政府は87年の通称 「サー

メ法」及び90年 の立法措置を通 じて同語の地域

的な公用語化、同語教育及び同語による教育に

道を開いた。続いてフィソラソ ドも91年 の通称

「サーメ言語法」により同語の地域的公用語化

を実現 した。スウェーデンでは、93年 にサーメ

人の代議機関が設置された以外は、通常学校に

おける同語の教育 ・同語による教育はノルウェー、

フ ィソ ラ ソ ド両 国 に比 して 限 定 的 で あ り地 域 的

公 用 語 化 もま だ実 現 して い な い(吉 村 博 明、 大

倉 純 一 郎 ・前 掲 『北 欧 』82-83頁)。

な お 、 ノル ウ ェー で は88年 、 同 国 に住 む14歳

以 下 の す べ て の外 国 人 の 子 ど もた ち は週 に 最低

4時 間 、 そ れ ぞ れ の母 国 語 で授 業 を 受 け る権 利

を 保 障 され て い る とい う(中 田慶 子 ・前 掲 書78

頁)。

5)本 文 未 出 典③ 。A4判 全 文42頁 カ ラー 図 版 入

りで あ る。

6)こ こで 「教 育 制 度 を統 括 す る諸 法 」 と して 挙

げ られ て い る の は 、本 稿(一)に 記 述 の6法 律 の

う ち 《大 学 法 》 以 外 の5法 律 で あ る 。Co7θ

C%77ゴc〃%吻 で は これ らの 基 本 目的(principal

aimes)を 定 め る諸 条 文 を表 紙 裏 面 に示 し、 こ

れ ら諸 法 律 の 目的 の 要 素 を次 の6大 項 目 に分 類

整 理 して い る。 ① 道 徳 的 視野(moraloutlook)

② 創 造 的 能 力③ 労 働(work)④ 一 般 教 育⑤ 協

同(cooperation)⑥ 自然環 境 。

7)本 文 末 出典 ④8)出 典 ⑤9)出 典 ②p.8

10)出 典 ⑥

11)出 典⑦ 。A4判 全 文48頁 の もの で あ る。

12)出 典⑧

1996年10月21日
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